
令和８年度 公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団 

一般嘱託職員（一般事務補助）採用試験実施要領 

令和 8年 7月 3日 
 

 公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団一般嘱託職員採用試験を次のとおり実施します。 
 
１ 職種及び採用予定人数等 

職 種 採用予定人数 勤務場所 

一般事務補助 1名程度 松山市野外活動センター（菅沢町乙２８０番地） 
 
２ 受験資格 

次の(1)及び(2)の要件を全て満たす者 

(1) パソコンの基本操作（文書作成及び表計算）ができる者 

 (2) 次の①から③までに該当しない者 

   ①拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間の者

その他その執行を受けることがなくなるまでの者 

   ②本財団職員又は松山市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2 年を経過し

ない者 

   ③日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
 
３ 試験日時、試験会場及び合格発表 

試験日時 試験会場 合格発表 

令和 8年 7月 24日(金) 

※時間は、受付期間終了後、

申込者に通知する。 

松山市総合コミュニティセンター 

（松山市湊町七丁目 5番地） 

令和 8年 7月下旬（予定）

に受験者全員に合否を通

知する。 

 

４ 試験の方法 

科目 内容 時間 

口述試験 主として人物についての個別面接 15分程度 

 
５ 申込方法及び受付期間 

 (1) 市販の履歴書（Ａ4判）に必要事項を記入し、申込前 6箇月以内に撮影した顔写真を貼り、本

財団総務課に直接提出、又は簡易書留郵便（封筒の表に「一般嘱託職員（一般事務補助）申

込み」と朱書き）で送付してください。 

(2) 受付期間は、令和 8年 7月 7日（火）から令和 8年 7月 21日（火）まで（月曜日を除く午前

8時 30分から午後 5時 15分）です。郵送の場合は、令和 8年 7月 21日（火）必着のものに

限り受け付けます。 

６ 合格者の決定及び採用 

 (1) この試験の合格者は、合格通知書で通知します。 

 (2) 雇用開始日は、令和 8年 8月 1日を予定しています。 

 

７ 勤務条件 

 (1) 勤務時間 

   ①休憩時間を除き、1日の勤務時間は 7時間 45分、4週間ごとの期間につき 1週間あたり 38

時間 45分です。始業及び終業の時刻は次のとおりです。 

 



    始業時刻 終業時刻 休憩時間 

早 出 8時 30分 17時 15分 1時間 

遅出 1 10時 15分 19時 00分 1時間 

遅出 2 12時 45分 21時 30分 1時間 

遅出 3 13時 15分 22時 00分 1時間 

 ②週休日は、4 週間ごとの期間につき 8 日を指定します。（土曜日・日曜日・祝日等は交替で

勤務があり、祝日勤務は代休日を指定します。) 

 ③週に１回程度の宿直勤務（22時から翌日 8時 30分まで）があります。遅出 3の勤務終了後、

引き続き、宿直勤務をしていただく場合があります。 

 (2) 給与等 公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団給与規程等の規定に基づき、原則とし

て、次のとおり支給します。 

給 料 
月額 201,800円～220,700円（令和 8年 7月 1日現在） 

 ※本財団での職務経験を一定の基準で換算して決定します。 

諸手当 
通勤手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当、 

退職手当（6箇月を超えて勤務した場合に限る。）等 

 (3) 有給休暇 年次休暇、療養休暇、特別休暇 

 (4) 雇用期間 雇用期間は 1年間です（勤務成績等により更新する場合がありますが、5年間（パ

ート職員等の継続雇用期間を含む）を超えることはありません）。採用後 14 日間は試みの使用

期間とします。 

 (5) 福利厚生等 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険等 

 (注) 上記の勤務条件は改定される場合があります。また、必要に応じて勤務場所を変更する場合

があります。 

 

８ 主な業務 

 (1) 施設受付に関する業務 

   ①施設利用に伴う使用受付、公共施設案内・予約システムの入力操作、使用料の徴収 

   ②施設利用に伴う問合せ及び電話対応、利用者の案内及び誘導 

 (2) 施設管理に関する業務 

   ①施設内外（駐車場含む）の開場及び閉場、鍵の保管等 

   ②施設内外の清掃 

   ③施設内外の備品等及び付属施設等の点検・補充・営繕・補修 

 (3) その他業務 

   ①財団が主催する事業・行事等の補助 

   ②統括責任者及び部門責任者等から指示された業務 

※業務内容の変更範囲：雇入れ直後の従事すべき業務と同じ 

 

９ その他 

 (1) 受験票を申込者に送付します。試験前日までに届かない場合は下記へ連絡してください。 

 (2) 指定された日時に試験会場に集合してください。自動車の無料駐車場はありません。 

 (3) この試験で提出された書類等は、原則として、返却できません。 

 (4) 履歴書等に含まれる受験者の個人情報は、採用試験以外の目的には一切使用しません。ただ

し、合格者の個人情報については、人事情報として使用します。 

 

         ＜申込み先 及び 問合せ先＞ 

          〒790-0012 愛媛県松山市湊町七丁目 5番地 

          松山市総合コミュニティセンター 

          公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団 総務部 総務課 

         (TEL) 089-909-6157 (FAX) 089-909-3038 (Mail)saiyou26@cul-spo.or.jp 


